
環境
*********************************************************************************

　担当課 環境課　　（2019年10月回答）〔10/21～10/25〕

　提案・意見 大世古　新墓について（その５）

 墓じまいという言葉を聞きます。
 墓地に埋葬せず海や山に散骨はできるのでしょうか。
 できるとすると埋葬許可証はどのように扱うのでしょう。
 教えてください。

　回答

 火葬したあとの遺骨を粉末状にし、海や山などにまくいわゆる散骨につきま
しては、墓地埋葬等に関する法律、刑法等が関連し、節度を持って行われれ
ば罪にはあたらないとされていますが、方法を誤れば損害賠償の対象となり
得るものでもあります。
 また、本市にも、ご遺族から故人の遺言により河川等に散骨したいという相
談が寄せられる一方で、近くで散骨されると風評被害が心配だといったご意
見もあり、散骨に対して様々なご意見があると認識しています。
 このような中、本市としましては、散骨を一律に禁止することはできないと
考えますが、既に埋葬されている遺骨を取り出し散骨する場合に必要となる
改葬許可については、原則致しかねます。
 なお、ご質問にあります埋葬許可証の取扱いについては特に定めがないた
め、ご自身で管理いただきますようお願いします。



道路・河川
*********************************************************************************

　担当課 監理課　　（2019年10月回答）〔10/21～10/25〕

　提案・意見 宮川の浚渫

 宮川の土砂が年々溜まってきています
 河川を維持して下さい
 宮川が氾濫すると住民の生命と財産が失われますので
 氾濫しないよう浚渫するように

　回答

 ご提案いただいた宮川の河川維持につきましては、今年度も、河川管理者で
ある国土交通省三重河川国道事務所に、1市５町の連名で要望書を提出いたし
ました。
 令和元年度は、宮川の河川管理者である国土交通省三重河川国道事務所にお
いて、宮川の度会橋上流から宮川橋付近まで洪水時の水位を低下させるた
め、河道掘削を実施していただいております。
 今後も引き続き、要望活動を行っていきたいと考えておりますので、ご理解
とご協力をお願い申し上げます。



防災
*********************************************************************************

　担当課 危機管理課　　（2019年10月回答）〔10/21～10/25〕

　提案・意見 台風１９号被害に伴うボランティアについて

 伊勢市内において、浸水被害にあわれた家があったと報道で知りました。
 東北辺りではたくさんの方々がボランティア活動をしています。
 伊勢市内で被害にあわれた方の中で、ボランティアを必要とされている方は
みえないのでしょうか？
 もし、みえるのでしたら、弱小ながら力になりたいと思っています。
 そして、もしボランティアを必要とされるのであれば、
・必要なもの
・集合場所、集合日時
等を教えていただければと思います。

　回答

 このたびは、災害ボランティアの申し出ありがとうございます。
 台風19号豪雨災害で被災にあわれました皆様には心よりお見舞い申し上げま
す。
 市では災害時の災害ボランティアの募集につきましては、伊勢市災害ボラン
ティアセンター（伊勢市と伊勢市社会福祉協議会）で行っております。
 今回の災害では、伊勢市災害ボランティアセンターが被災地での現地調査を
実施した結果、災害ボランティアの募集を行わないことといたしました。
 災害ボランティアの募集につきましては、今後も伊勢市災害ボランティアセ
ンターにおいて、必要なニーズや人員を考慮し、実施いたします。
 お問い合わせについては、伊勢市災害ボランティアセンター（電話：0596-
63-6370）へお願いいたします。



福祉
*********************************************************************************

　担当課 介護保険課　　（2019年10月回答）〔10/21～10/25〕

　提案・意見 介護用品支給事業について

 私の母８６歳が、本年５月に脳出血を発症して、８月に要介護認定５が適用
され、現在有料老人ホームで生活を送っております。
 ８月から介護用品支給事業にてオムツ券等を支給されることになり、たいへ
ん有り難く利用させていただいております。
 ところで、利用内容で清拭剤は該当するのですが、口腔ケアスポンジは対象
外と言われました。
 口腔ケアは、介護者が被介護者の口内に、指にガーゼを巻いて口腔内を清潔
にするものでありますが、指を口内に入れるのは不潔なことからメーカーが
開発して、口腔ケアスポンジを創ったものであります。
 一般常識として、清拭剤の中に、口腔ケアスポンジが含まれるのではないで
しょうか。

　回答

 介護用品支給事業は、介護保険では給付の対象とならない介護用品の購入費
用の一部を補助するものです。そのため対象となる商品は、数ある介護用品
の中から紙おむつ・紙パンツ・使い捨て手袋・尿取りパッド・清拭剤・ドラ
イシャンプーとさせていただいております。清拭剤につきましては、オムツ
交換や入浴ができない場合に身体を拭く清拭の際に利用するものとしており
ますので、口腔ケアのための商品については対象としておりません。ご理
解、ご協力をお願いいたします。


